
日本労働研究雑誌 63

　目　次

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　雇用均等時代の始まり──国連の条約を批准するた

めに

Ⅲ　雇用環境の変容──法律の整備にともなう企業への

浸透

Ⅳ　「黄金の 3 割」と三つの障壁

Ⅴ　雇用均等時代における日本社会の変化──結びにか

えて

Ⅰ　は じ め に

日本における雇用均等と大卒女性の雇用は，戦
後日本社会の歩みと密接な関係があると思われ
る。1954 年から 1973 年の 19 年の間に，日本経
済が飛躍的に成長を遂げた。「東洋の奇跡」と言
われたほど，戦後の復興から続く奇跡をつくりあ
げ，世界で注目されるようになった1）。その後，
1973 年から 1991 年までの間，日本経済は安定成
長期に入って，1991 年バブル崩壊後，「失われた
10 年」を経て，今日まで至っている。

本稿では，戦後日本社会の発展と雇用均等政策
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1985 年，日本政府は，国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
の批准を機に，「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福
祉の増進に関する法律」（略称「男女雇用機会均等法」）を制定し，その後，25 年の間に，
雇用均等に関する法律の制定・改正に努めてきた。その結果，男女均等な雇用に関する政
策的障壁が少しずつ取り除かれたようになってきた。男女均等な雇用に関しては，政策的
障壁のほかに，社会的障壁と企業内における構造的障壁も存在している。それらの障壁の
取り除きも真の男女均等な雇用が実現できる社会の形成にとって非常に重要である。現代
日本社会においては，大卒の機能と貨幣タームに基づく夫婦の家族戦略の変遷から，社会
的障壁に関する変化をうかがうことができる。今，男女を問わず，終身雇用制度の下で職
場での昇進昇格ができるのは企業内の厳しい出世競争に参与する結果であるかと考えられ
る。大卒女性にとって，その壁はまだ厚いようであるが，国の主導の下で，男性中心社会
である企業への大卒女性の浸透は確実に進められている。また，ほかの先進国と比べて，
日本における男女賃金の格差はまだ大きいが，過去と比べて，そのギャップはこの 25 年
の間に少しずつ改善されてきたかと思われる。戦後，大卒という肩書は，男性の場合，社
会人としての地位達成に機能してきたのと対照的で，多くの女性は，それを上昇婚などに
使ったりして，自分の地位形成機能と地位表示機能に使ってきた。21 世紀の日本は男女
均等な雇用が法的に保障・支援される時代である。大卒男女の均等雇用を妨げる諸障壁も
さらに取り除かれていくかと思われる。そこで，日本における大卒女性の社会階層の達成
も徐々に変貌していく可能性が極めて高いのであろう。
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の変遷を辿りながら，雇用均等時代の大卒女性の
雇用にとってどのような障壁があるのか，現状は
どのようになっているのか，長期的に見れば，そ
れは日本社会にどのような変化をもたらすのかを
探ってみたい。

Ⅱ　雇用均等時代の始まり──国連の条約
を批准するために

日本における男女雇用機会均等政策の始まりに
関しては，国連のような国際機関の施策は大きな
役割を果たしたかと思われる2）。日本経済は，
1973 年から発展の安定期を迎えた。「東洋の奇跡」
を成し遂げた日本は，世界で注目されはじめただ
けでなく，この時期から国際社会の一員として，
雇用均等の視点から，世界舞台に目を向け始めた
といえよう。

国際的な動きをいえば，1975 年が「国際婦人
年」で，1976〜1985 年が「国際婦人の 10 年」で
あった。その時長く国連婦人の地位向上部長を務
めたイギリス出身の M・ブルース氏が辞任して，
1978 年から 1982 年まで，久保田眞苗氏が婦人の
地位向上部長に就任していた3）。就任翌年の 1979
年に，国連総会で「女子に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約」が採択された。日本は
条約を批准するため，国内法の整備を進めた。こ
れが「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法
律」（以下，「男女雇用機会均等法」と略す）を制定・
実施するきっかけとなった。

1　国家主導の変革とその理由

法とは，社会生活維持のための支配的な（特に
国家的）規範である4）。男女雇用機会均等法の前
身は，1972 年の「勤労婦人福祉法」であった。
その目的は「勤労婦人の福祉に関する原理を明ら
かにするとともに，勤労婦人について，職業指導
の充実，職業訓練の奨励，職業生活と育児，家事
その他の家庭生活との調和の促進，福祉施設の設
置等の措置を推進し，もつて勤労婦人の福祉の増
進と地位の向上を図ること」にあり，その理念
は，「勤労婦人は，時代をになう者の生育につい

て重大な役割を有するとともに，経済及び社会の
発展に寄与する者であることにかんがみ，勤労婦
人が職業生活と家庭生活との調和を図り，及び母
性を尊重されつつしかも性別により差別されるこ
となくその能力を有効に発揮して充実した職業生
活を営むことができるように配慮されるものとす
る」ことである。戦後，女性は憲法の上では平等
になったにもかかわらず，国家的規範として，男
女平等な就業権利を保障する法律はまだ不十分で
あった。この法律は，「勤労婦人の福祉」と「次
代をになう者の生育」及び「職業生活と家庭生活
との調和を図る」ことを目的や理念として掲げた。
「東洋の奇跡」をつくりあげた高度経済成長期

は，「男は仕事，女は家事」という性別役割分担
に基づく戦後の家族と日本的雇用慣行の確立時期
でもある5）。この時期に，日本企業では，男性世
帯主の安定雇用と教育訓練を行い，配置転換，転
勤，長時間労働などが一般化されてきた。女性は
仕事についても，未婚時の短期間のみの就業と位
置づけられ，補助的な仕事に就くのが一般的で
あった。女性の多くは，その後結婚や妊娠を機に
退職して，核家族の家庭をつくり，家事・育児に
従事していた。国としても，この時期に家族・家
庭の福祉機能を評価し，妻の座を強化する施策を
行ってきた。「次代をになう者の生育」と「職業
生活と家庭生活との調和を図る」という目的や理
念は，1960 年代からの高度経済成長期，日本的
雇用慣行の確立にとって，当時の状況に順応した
ものかと思われる。

その後，経済の発展とバブル期を経て，高齢化
とともに，女性の介護負担が過重になり，この日
本型福祉社会の破綻が徐々に明らかになってき
た。一方，育児は女性を頼りにして，家族内で行
うという規範は依然として強そうである。女性の
職場進出や雇用の女性化の進行につれて，樋口恵
子らの言う「新・性別役割分担」，すなわち妻は
二重負担をして，「夫は仕事，妻は仕事と家事」
という新性別役割分業が日本社会で一般化されて
きた6）。さらに，首都圏の 350 世帯に，介護と育
児を含まない衣食住の家事行為 34 項目の分担状
況を見ると，妻がフルタイム就業の世帯でも妻が
82％の家事を担い，夫のそれは 5％にすぎなかっ
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た。妻がパートタイム就業の世帯では妻 90％，
夫 4％，専業主婦世帯では妻 93％，夫 2％であっ
た7）。この調査結果からも，女性は家事と仕事の
二重の負担をしている現実がうかがえる。1970
年代半ば頃から，家事を負担しながら働く女性が
増えてきているにもかかわらず，この時期になっ
ても，男女の均等雇用に関する法律はなかったの
である。

1985 年に制定されて，1986 年 4 月 1 日から施
行され始めた男女雇用機会均等法は，国連の「女
子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条
約」を批准するために国内法を整備する結果だけ
でなく，当時の日本社会の現状にも合うような法
律であるかと考えられる。このように，国連の動
きに合わせて，国が女性の均等雇用に関する支配
的な規範についての改革を主導していた。

2　具体的な変革と諸施策

日本は企業を中心とする社会である。女子雇用
に関する支配的な規範を変革する場合，国のみの
リーダーシップでなく，企業側の雇用慣行や企業
からの協力は不可欠であろう。男性中心の雇用慣
行や企業内文化などが急速に変革されることはで
きないため，1985 年の男女雇用機会均等法が実
施された当時では，「女性差別の禁止」ではなく，

「女性差別をしない努力義務」のみであった。こ
の法律は「ザル法」と呼ばれる理由もそこにあっ
た。

1997 年の改正では，差別解消努力義務から差
別禁止規定へ，セクハラ防止，ポジティブ・アク
ションへの対応がなされた8）。これによって，差
別の禁止が規定されたものの，まだ不十分な法律
であった。そこで，さらに改正された男女雇用機
会均等法が 2006 年 6 月 15 日に成立して，2007
年 4 月 1 日より施行された。男女双方に対する差
別の禁止，差別禁止の対象を追加，明確化，間接
差別の禁止，母性保護の強化，セクシュアルハラ
スメント対策の強化，母性健康管理措置の是正指
導に応じない場合，ポジティブ・アクションの推
進，過料の制裁などに関する項目が改正のポイン
トとなった。

労働省が 1981 年に行った『女子労働者の雇用

管理に関する調査』において，企業が女性に昇進
の機会を設けていない理由として，女性は勤続年
数が短いことが取り上げられた。結婚，妊娠，出
産，育児，介護などがたびたび勤続年数の短い現
状の裏にある理由であると思われる。したがっ
て，企業の女性雇用を促進するために，これらの
面における意識変革や法的なサポートが必要と
なってくる。

その後，1991 年に育児休業法が成立した。こ
れによって，子どもが 1 歳まで，男女ともに育児
休暇がとれるようになった。さらに，1992 年 12
月に，政府は婦人問題担当大臣を設置し，1994
年 7 月，総理府男女共同参画室を設置した。1995
年に育児・介護休業法が成立された。これによっ
て，介護休業制度が法制化された9）。1997 年 6
月，男女雇用機会均等法が改正され，1999 年 4
月より実施された。これと同時に，労働基準法の
一部が改正され，女性の時間外・休日労働と深夜
業規制が解消された。育児・介護休業法の改正に
ともなって，労働者の深夜業制限の制度が創設さ
れるようになった10）。1999 年，男女共同参画社会
基本法が成立・実施されて，2001 年 1 月，内閣
府男女共同参画局が設置された。2003 年 7 月，
次世代育成支援対策推進法が成立し一部施行され
るようになった。2004 年 12 月に育児・介護休業
法が改正され，2006 年 6 月，男女雇用機会均等
法がさらに改正された。2007 年 6 月にパートタ
イム労働法も改正された。2009 年 6 月，育児・
介護休業法が改正され，2010 年 6 月 30 日より，
改正育児・介護休業法を施行されるようになっ
た11）。これによって，育児・介護休業法に基づく
紛争解決援助制度がスタートし，父親の育児休業
も応援するようになった。さらに，女性の就業を
支援するために，幼稚園と保育所の一体化を柱に
2013 年度に新しい子育て制度を始める政府案が
まとまった。2012 年の通常国会に関連法案を提
出する予定である12）。

以上のような流れが示唆するように，雇用に関
する差別の解消や女性雇用・労働の障碍となって
いる問題点の解決が，これらの一連の政府主導改
革案の狙いである。
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Ⅲ　雇用環境の変容──法律の整備にとも
なう企業への浸透

周知のように，1970 年ごろは事務職の道が女
性にも開かれた時期であった。1975 年頃を決定
的な転換点として，女性は「専業主婦」から「兼
業主婦の時代」へと特徴づけられる13）。

とはいえ，全体的に見れば，企業の門戸は大卒
女性に閉じられていた14）。例えば，リクルートが
発行した『就職ジャーナル』誌の調査によると，
1977 年度の場合，大卒女性に門戸を開いていた
会社は，全 1827 社のうち 519 社（28.4％）しかな
かった。1 社平均の女性採用人員は 7.1 人である。
しかも，そのうち，大卒女性を 1 名しか採用しな
い会社が 146 社に達し，それに 2 名採用の 85 社
を加えても，1〜2 名の少数採用の会社は女性採
用会社の 45％にしかならない程度であった。例
外的に大量の女性を採用する数社を除き，70％ほ
どの企業は，女性を締め出し，残りの企業にして
も，1〜2 名の女性を入社させたにすぎないので
ある。同調査から 1978 年の就職動向を算出する
と，「未定」の 473 社を除く，1352 社のうちで大
卒女性を採用すると答えた会社はわずか 192 社
で，全体の 14.2％にすぎない15）。

大卒女性を活かすという考えが法的な保障のも
とで戦略化されるのは，男女雇用機会均等法施行
以降のことである16）。大卒女性の雇用に関して
も，男女雇用機会均等法施行以降，少しずつ変
わってきている。

まず，大卒女性が企業という男社会に進出し始
めたことである。日本企業で，正社員は正規雇用
で企業に雇われた労働者である。企業の発展を支
える基幹的な力でもある。そのほかに，契約社
員，派遣社員，パート，アルバイトなど，いわゆ
る非正規雇用で雇われた非正社員もいる。非正社
員は景気の「調整弁」として位置づけられる面が
あると思われる。正社員の場合，1986 年の男女
雇用機会均等法が実施される時点では，大卒男性
は企業に入るなら，ほとんどの新入社員は，総合
的な判断を要する基幹的業務に従事する正社員に
なる。大卒女性は企業を就職先にする場合，たと

え正社員になる可能性があるとしても，総合職と
一般職のどちらかで採用されることになる。これ
は「コース別管理制度」と呼ばれる大卒女性を雇
用するシステムである。総合職の場合，基幹的業
務または企画立案，対外折衝等総合的な判断を要
する業務に従事し転居を伴う転勤がある。一般職
は，主に定型的業務に従事し，転居を伴う転勤が
ない。日常的業務の補助作業を行う職務である。
転居を伴う人事異動がない代わりに，昇進昇格に
限度がある。

この「コース別管理制度」は 1985 年の男女雇
用機会均等法の制定によって，大企業を中心に普
及していった。性別による差別の防止が法的に

「努力義務」があるなら，「職種による待遇の違い
は合法」ということであり，男性は総合職，女性
は圧倒的に多数が従来の補助的仕事である一般
職，ごく少数の即戦力のあるエリート大卒女性が
昇進昇格も男性と同じ総合職という制度が多くの
商社や銀行などで導入された。このように，1986
年の男女雇用機会均等法の施行によって，ごく少
数の大卒女性に男性並の待遇と可能性が開かれた
とはいうものの，圧倒的多数の大卒女子学生に
とって働く環境の均等化は入り口から閉じられた
のである。そのわずかの総合職女性の誕生は，大
卒女性が男性中心である企業社会に進出し始めた
シンボルとしてしか受け止められないのであろ
う。その後，男性中心の企業社会17）への大卒女
性の浸透は，均等雇用に関する法律の制定・改正
等にともなう雇用環境の改善とともに，国主導で
徐々に強化されていったのかと思われる。

2004 年度，厚生労働省が実施した『コース別
雇用管理制度の実施・指導等状況』によると，入
社後にコースを決定する企業は被調査企業 180 社
のうちの 14.4％を占める。「コース転換制度を導
入している」企業は 82.2％で，総合職に占める女
性は全体の 5.1％で，「総合職について転勤を要件
としつつ 10 年間転勤実績がない」企業は 13.3％
である18）。2005 年の同調査によると，1996 年に
総合職で採用した女性の在籍状況は，産業平均で
50％である。2007 年度に行われた同調査は，123
社被調査企業では，総合職採用予定者に占める女
性の割合は 16.9％で，総合職に占める女性は 6％
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である。総合職と一般職間で転換制度がある企業
のうち，双方向への転換制度がある企業は 77％
を占めている19）。総合職女性採用の割合は，3 年
間の間に 0.9％増えたという。

さらに，東洋経済新報社が刊行した『就職四季
報女子版 2012 年版』によると，女性勤続年数
トップ 100 の企業における結果は勤続 20〜23 年
の企業は 19 社で，勤続 16.8〜19.9 年の企業は 81
社である。逆説的にいえば，この 19 社に勤めて
いる女性社員は，男女雇用機会均等法を実施した
1980 年代後半に入社した者で，残りの 81 社の女
性社員は，バブル崩壊後，1990 年代前半に入社
した者のようである。この女性社員の平均した勤
続年数の長さと入社の時期から，男女雇用機会均
等法実施後，労働環境の法的な整備だけでなく，
育児・介護等を含む国の主導で進めてきた女性の
就業を支援する政策整備の影響もうかがえるとは
いえよう。
「改正男女雇用機会均等法のポイント　平成 19 年

4 月 1 日　改正男女雇用機会均等法スタート　〜改
正法に沿った雇用管理のため，今一度点検を〜」20）

の冒頭の部分には，「わが国は，急速な少子化と
高齢化の進行により人口減少社会の到来という事
態に直面しています。そうした中にあって，以前
にも増して，労働者が性別により差別されること
なく，かつ，母性を尊重されつつ，その能力を十
分発揮することができる雇用環境を整備すること
が重要な課題となっています」と書いてある。女
性の雇用環境の整備は，少子・高齢化対策の一環
として重要視されている。

この法改正によって，性別による差別禁止が拡
大された21）。女性だけでなく，男性に対する差別
も禁止されるようになった。募集・採用・配置・
昇進・教育訓練，福利厚生，定年・解雇・雇用形
態の変更・退職勧奨，雇い止めなどについて性別
を理由とした差別，その他の間接差別が禁止にな
る。そして，妊娠・出産等を理由とする不利益な
扱いが禁止され，セクシュアルハラスメント対策
を整えることが企業の義務になる。母性健康管理
措置が義務づけられる。男女格差解消のポジティ
ブ・アクションが推進される。厚生労働大臣（都
道府県労働局長）が事業主に対し，男女均等取扱

いなど男女雇用機会均等法に関する事項について
報告をもとめたにもかかわらず，事業主が報告を
しなかったり虚偽の報告をした場合は，過料に処
せられることになる。

これによって，国家主導の下で，男女均等な雇
用環境が法的に整備された。女性の継続勤務の障
碍となった育児や介護等に関しても，前述した関
連の法律の制定・改正などによってサポートされ
るようになっている。そして，男女均等な雇用環
境が法的に整備されている間に，女性全体の勤続
年数も長くなっている動きがうかがえる。

Ⅳ　「黄金の 3 割」と三つの障壁

カンター理論によると22），社員のやる気を引き
起こした企業の活力のもとになる数は男性にせ
よ，女性にせよ，どちらの性別の割合も 3 割以上
である。この「黄金の 3 割」には，男女の賃金格
差と管理職比率に深く関わりがあるという。言い
換えれば，（1）女性が男女雇用均等な企業の真の
活力の一部になるためには，少なくともその企業
の 3 割の女性正社員のやる気を引き起こす必要が
あると思われる。そうすれば，女性正社員のやる
気が企業の活力のもとになる可能性が極めて高い
と考えられる。（2）男女の賃金格差と管理職比率
が，真の雇用均等な企業にとって大きな影響を与
える要因であろう。

以上述べたように，男女雇用機会均等法の改
正・実施は，大卒女性の雇用環境を法的に保障す
ることになった。アメリカで企業の中の女性の昇
進昇格の「ガラスの天井」を打破するグラスシー
リング委員会の調査報告書によると23），女性が上
級管理職になるのを妨げる壁として，政策的障壁
以外に，大学などの教育機関における問題と女性
に負わされている家庭責任の重さという社会的障
壁と，女性労働者を発掘しようという意図のない
募集・採用慣行，ガラスの天井のある企業風土等
の，企業内における構造的障壁も存在していると
いう。次に，この社会的障壁と企業内における構
造的障壁は今どうなっているのかを見る必要があ
る。
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1　社会的障壁の現状──大卒の機能と家族戦略

周知のように，明治政府が立身出世という理念
外に女性のために「良妻賢母」という理念を用意
した。良妻とは，「夫の社会活動をささえ，後顧
の憂いを与えない，いい妻」であり，賢母とは，

「子供の時にきびしくしつけ，すぐれた社会人と
してその人を育ててくれた母親」である24）。明治
末から大正にかけて，中流以上の階層における家
庭の女性は，「良妻賢母」という理念の下で，学
歴を嫁入りの要件としてきた。その考えが次第に
社会で定着してきた。そのため，大卒という学歴
は，女性にとって男性と異なる機能を意味してき
た。男性は，大卒という能力シグナルを使って，
企業内での地位を達成する。つまり，大卒は男性
の地位達成に機能している。一部の女性は，大卒
という学歴を上昇婚に使って，高い所得（家計資
産を含む）の夫と結婚することにより働かなくな
るというダグラス＝有沢法則の適用者になる。こ
のような大卒女性にとって，女の領域は家庭にあ
り，男性中心社会である企業から独立した権利，
つまり夫の財布の紐を握る権力と育児における
オールマイティを確立した25）。このような権力を
獲得するプロセスにおいて，大卒という肩書きは
女性にとって，時間資源と貨幣資源を稼ぐ上昇婚
を達成する地位形成機能だけでなく，高等教育の
進学率の低い時代において，本人が所属する身分
集団を示す象徴的な価値─地位表示機能をも発揮
してきたのである26）。高等教育効果の社会的還元
は，性別によってまったく異なっていた。これを
問題視した結果，1962 年に「女子学生亡国論」
が登場していた27）。

ところが，家族戦略からみれば，家庭を貨幣
タームでの収入と消費水準でとらえる限りは，

「夫は仕事，妻は家事（と仕事）」の性別役割分担，
それに基づく男性の「会社人間化」こそが，家庭
にとって最適な，または最もリスクの小さい戦略
となるようである28）。貨幣経済に基づく家族戦略
の「合理性」は，既婚女性の企業での長期勤務を
妨げる要因になっていたようである。

1980 年代，賃金の構造は大きく変化した。『賃
金構造基本統計調査』を分析した結果，1967 年か

ら 1973 年までの間には，収入の多い順に並べる
と，男性企業継続者＞男性中断者＞女性継続者＞
女性中断者であったが，1980 年代に入ると，男
性継続者＞男性中断者＝女性継続者＞女性中断者
の順番となっていた。そこで「夫婦単位のキャリ
ア戦略」が提案された29）。つまり，1997 年時点
では，夫婦合わせて生涯所得で考えると，「男性
が中断型，女性が継続型」という反伝統的な性別
役割分業をする家庭のほうは損になるわけではな
い。「夫は仕事，妻は家事（と仕事）」のような性
別役割分業が経済的なメリットをもたらすことは
崩れつつある。男性中断者と女性の継続者のコン
ビネーションという夫婦単位の新しい「家族戦
略」が，賃金構造の変貌によって提起された。さ
らに，『男女賃金格差縮小についてのバウンド推
定』によると30），1987 年から 2002 年までの，同
じ学歴，同じ職業経験年数，同じ勤続年数を持つ
フルタイムで働く男女の時間当たり賃金格差は
34％から 26％に，8 ポイント縮まった。1987 年
から 2002 年までの間，女性就業者の中身は大き
く変化した。フルタイム就業者の高学歴化が進
み，長期勤務化が起こった。これは高所得を得ら
れるだろう高い技能を持った女性がフルタイム労
働をする確率が高まったことを示唆するという。

2　企業内における構造的障壁の現状──仕事内
容・昇進昇格・賃金格差

日本では，長い間，年功制・終身雇用制に基づ
いて雇用制度が施行されてきた。男性雇用労働者
を標準としたものである。1960 年代後半には，
日経連が経営合理化をはかるため，エリート男性
社員を頂点として，女性社員の大多数を最底辺に
位置づけるピラミッド型の労務管理体系をつくり
あげた。「東洋の奇跡」と言われた高度成長期は，
企業社会が社会と国民の生活において，決定的な
重要な位置を占めるにいたった時期である。この
時期に，経済規模全体において大企業の占める割
合が大きくなり，国民の労働や就業生活の大部分
は，大きく企業社会のなかに包摂されるように
なった31）。大企業従業員の特権であった年功制・
終身雇用制的雇用制度・慣行は，男子雇用労働者
の基準と見なされるまで一般化した32）。国民も経
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済成長が社会的課題であり，社会のものさしであ
ることを認めた上で，企業を唯一無二の共同体と
考えるようになった。戦後の社会・経済システム
は，国─業界─企業─個人という層を有すること
を特色とするようになったのである33）。

統計的差別理論によれば 34），企業は勤続期間の
短い者を対象に教育訓練を行っても，その教育訓
練費の割には収益を得られないため，なるべく定
着性が高く，訓練効率のよい者を選んで訓練を受
けさせるのは当然である。しかしながら，採用以
前に個々の労働者の定着性と訓練効率については
把握できない。そこで，性別など外見上の特性に
基づいて判断を下すことにして，そのグループの
平均値をふまえて選別し，教育訓練を実施する人
事計画を立て，関連の採用活動を行うのである。
こうした理論の下では，当然ながら，労働力が豊
富な時代に，相対的定着性の高い男性のみを教育
訓練の対象にし，女性を補助的な仕事で活用する
ということになったわけである。

雇用均等時代においては，職場をどのようにす
れば男女均等な雇用に向くように変えていくかと
いう視点から，男性だけを，国─業界─企業─個
人という層の個人の視野に入れたことを見直さな
ければならないかと思われる。そして，相対的に
定着性の高い男性のみを教育訓練の対象とし，女
性を補助的な仕事で活用することも徐々に変わっ
ていくかと考えられる。「黄金の 3 割」を確保し
たいなら，大卒女性の雇用を長期的に視野に入れ
て，国─業界─企業─（男女両方を含む）個人と
いう層を有することが必要になるのであろう。21
世紀に入ってから，雇用均等政策による政策的障
壁を取り除いてきたのみならず，企業内部にもこ
のような変化が起きている。

まず，仕事内容の変化である。21 世紀は知識
社会である。旧来と比べて，企業内部の職種，例
えば，営業・販売，国際業務，開発・コンピュー
タ技術，企画，経理・総務・人事などの職種の中
身が変化しつつある35）。従来なら，仕事内容は，

（1）幅広い分野に興味を持ち，意欲的に活動でき
る体験型，（2）自ら目標を設定し，それに向かっ
て前進していく行動型，（3）必要であれば，専門
外の分野でも積極的に知識を吸収していく知識

型，（4）型にはまった発想を嫌い，常に斬新なア
イデアをわき上がらせる思考型に分かれている。
従来の営業・販売と国際業務は，体験型より行動
型のパターンに近かった。開発・コンピュータ技
術は思考型より知識型であり，経理・総務・人事
は知識型よりもっと思考型に近かった。企画に関
しては，思考型と知識型の中間ほどにあった。と
ころが，21 世紀に入って，これらの職種は，旧
来と比べてどれもこの四つのパターンの適性が必
要となり，四つのパターンが備えた総合的な能力
が重要になってきている。どの職種に従事して
も，それだけ幅広い能力や知識，技術が求められ
ているわけである。足で稼ぐ活動や机上で構築で
きるもの，知的な戦略作りや情報収集などに統合
されるようにウエイトが移りつつある。大学「全
入時代」に突入した現代日本社会では，体験・行
動型業種と知識・思考型の業種との統合は，体力
と頭脳，両方で仕事の勝負をすることを意味す
る。大卒女性にとって，あらゆる業種に関しては，
以前よりもっと従事しやすいようになってきてい
る。21 世紀に入ってから，仕事内容はもっと女性
に向いているほうに変容しつつあるといえよう。

次は企業内における構造についてである。日本
で，終身雇用制のもとで企業内労働市場が存在し
ている。普通なら，社員が企業に労働サービスを
提供して，企業はそれへの対価として社員に賃金
を支払っている国々が多いようである。これと対
照的に，日本型雇用というのは，社員が企業で働
くなら，まず企業内訓練を通して，必要な技能を
習得する。そのほかに，企業は社員に社宅，社内
ローン，退職後の職，安定な雇用などを提供す
る36）。大卒女性が企業に入ると，一つのキャリア・
パスに乗ることになる。そこで，企業内の同僚と
競争関係に入り，出世競争が起こるわけである。

日本の大企業の人事制度の実態，とりわけ昇
進・昇格システムにおいては厳しい競争原理が働
いている。例えば 37），ある電機メーカーにおいて
部長になる確率は 25％，同じく次長 25％という
結果にすぎない。しかもこの部長・次長になる可
能性は，課長昇進への第一次ないし第二次選抜に
入っていなければ著しく低くなるようである。そ
して，課長への第一次選抜・第二次選抜に入らな
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かった社員が定年前に離職する確率は極めて高
い38）。これは 1980 年代半ば頃，大企業の男性社
員を対象にする研究結果である。

女性の管理職への昇格については，厚生労働省
が 2009 年度に『雇用均等基本調査』を行った。
それによると，係長相当職以上の管理職全体に占
める女性の割合は 8.0％で，前回調査（2006 年度）
の 6.9％に比べ 1.1 ポイント上昇した。従業員 10〜
29 人の企業では約 2 割（19.8％）を占めているが，
5000 人以上の企業は 5.6％，1000〜4999 人の企業
は 5.0％となっている39）。また，経済同友会が会
員企業等 445 社の経営者から得た回答をまとめた

「日本企業の CSR──進化の軌跡『自己評価レ
ポート 2010』」によると，前回レポート（2006 年）
に比べて，女性管理職が「増加傾向」と回答した
企業が低下したことが分かった。女性管理職がい
ない企業が依然として 23％に上るという40）。

終身雇用システムの下で，女性の管理職への昇
進の壁はまだ厚いようであるが，1970 年代半ば
頃，事務職の道を女性のために開いた当時と比べ
て，女性が男性中心社会である企業への浸透は
徐々に進んでいることがうかがえる。

前述した「黄金の 3 割」に深く関わりのあるこ
とは，管理職への昇進以外に，男女の賃金格差も
含む。企業内での賃金は，男女問わず，年功賃
金，退職金，ボーナスなどによって規定され，そ
れが企業内における労働サービスの価格を形成す
る。厚生労働省雇用均等・児童家庭局が 2009 年
9 月に公表した『男女間の賃金格差レポート』に
よると41），男性一般労働者の平均賃金水準を 100
とした時に，女性の平均賃金水準は 1986 年に
59.7 であった。それは徐々に上昇して，1996 年
に 62.8 に，2008 年に 67.8 まで上がってきた。全
体的には上昇傾向にあるが，アメリカ（79.9），イ
ギリス（79.9），フランス（74.1）よりまだ低い。
この賃金格差をもたらす最大の要因が部長，課
長，係長などの上位の職級に就いている女性割合
が男性に比べ低いことで，それに次いで，男性の
勤続年数との違いによる影響が大きいという。

Ⅳ　雇用均等時代における日本社会の変
化──結びにかえて

以上述べたように，戦後，日本企業は「東洋の
奇跡」をつくりあげた。1980 年代，国際社会の
一員として，国連の「女子に対するあらゆる形態
の差別の撤廃に関する条約」を機に，雇用均等時
代の幕を開けた。国の主導の下で，男女雇用機会
均等法と育児・介護など，男女均等な雇用とそれ
を支援する一連の法律を制定・改正してきた。

厚生労働省は，男女雇用機会均等法が施行され
て 25 年の節目を機に，女性雇用者数などに関し
施行当時と現在の変化をとりまとめた。それによ
ると，1986 年当時は 1584 万人であった女性雇用
者数は，2010 年に過去最高の 2329 万人に増加し
た。雇用者総数に占める女性の割合は 1986 年の
36.2％から，2010 年は 42.6％へ 6.4 ポイント上昇
した。女性の平均勤続年数は 1986 年の 7 年から
2010 年は 8.9 年に伸びた。100 人以上規模の企業
における管理職に占める女性の割合は，1986 年
の 1.6％から 2010 年は 6.2％に上昇した42）。

このように，雇用均等時代に，国の主導の下
で，女性の雇用に関する政策的障壁が取り除か
れ，社会的障壁と企業内における構造的障壁も変
貌しつつある。この 25 年の間に，男性中心社会
である企業への女性，とくに大卒女性の進出と浸
透は徐々に進められていると思われる。

また，上で述べたように，賃金構造の変化に
よって，貨幣タームに基づく「夫は仕事，妻は家
事（と仕事）」という「合理的」な家族戦略は，「夫
婦単位のキャリア戦略」に移行しつつある。女性
の勤務の長期化にともなって，大卒の機能も引き
続き変化していくのであろう。近い将来，男女問
わず，大卒は学歴取得者の地位達成に機能するよ
うになる可能性が高い。大卒女性にとっての，大
卒という肩書の地位形成機能と地位表示機能は
徐々に弱体化していくかと考えられる。それに
よって，社会的な地位や収入などを表示する社会
階層の形成に関しては，従来と異なって，ジェン
ダーというファクターが将来的には機能しなくな
るかと思われる。大卒を女性の上昇婚に使うよう
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な時代の終焉も意味することになるのであろう。
なお，「東洋の奇跡」をつくりあげた日本企業

は，少子・高齢化が進む現代社会において，従来
の活力と輝きを引き続き保ちたいなら，「黄金の
3 割」が示唆するように，男女の賃金格差の縮小
と女性管理職の比率の向上に努め，雇用均等時代
と大卒女性の雇用のさらなる改善に貢献していく
のであろう。

1）　例えば，マレーシアのルックイースト政策は，日本のこの
成功を手本とするものである。

2）　イギリスやフランスに関しても，同じようなことがいえよ
う。イギリスにおいては，女性の職場進出を促す法律は，イ
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